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(57)【要約】
【課題】診断対象の領域における被検体情報を精度よく
取得する。
【解決手段】光が照射された被検体から発生した音響波
を受信し、光音響信号に変換する探触子と、前記光音響
信号に基づいて、第一の光音響画像を取得する画像取得
手段と、関心領域を含み、超音波画像と関連付いた第二
の光音響画像を記憶する記憶手段と、前記第一の光音響
画像と、前記第二の光音響画像と、に基づいて、前記第
二の光音響画像に含まれる関心領域を撮像するための前
記被検体に対する前記探触子の位置および姿勢を案内す
る情報であるガイド情報を生成する情報取得手段と、を
有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光が照射された被検体から発生した音響波を受信し、光音響信号に変換する探触子と、
　前記光音響信号に基づいて、第一の光音響画像を取得する第一の画像取得手段と、
　関心領域を含み、超音波画像と関連付いた第二の光音響画像を記憶する記憶手段と、
　前記第一の光音響画像と、前記第二の光音響画像と、に基づいて、前記第二の光音響画
像に含まれる関心領域を撮像するための前記被検体に対する前記探触子の位置および姿勢
を案内する情報であるガイド情報を生成する情報取得手段と、
　を有することを特徴とする、被検体情報取得装置。
【請求項２】
　前記情報取得手段は、前記第一の光音響画像と前記第二の光音響画像との位置合わせを
行い、前記位置合わせの結果に基づいて、前記ガイド情報を生成する
　ことを特徴とする、請求項１に記載の被検体情報取得装置。
【請求項３】
　前記情報取得手段は、前記ガイド情報を、前記探触子を操作するユーザに提供する
　ことを特徴とする、請求項１または２に記載の被検体情報取得装置。
【請求項４】
　前記ガイド情報に基づいて、前記探触子に前記被検体に対する超音波の送受信を開始さ
せる制御手段と、
　前記超音波の送受信により前記探触子から出力された超音波信号に基づいて、更なる超
音波画像を生成する第二の画像取得手段と、を更に有し、
　前記記憶手段は、前記更なる超音波画像と前記第一の光音響画像とを関連付けて記憶す
る
　ことを特徴とする、請求項１から３のいずれか１項に記載の被検体情報取得装置。
【請求項５】
　前記探触子の位置および姿勢に関する情報である探触子情報を取得する位置取得手段を
さらに有し、
　前記情報取得手段は、前記取得した探触子情報にさらに基づいて前記ガイド情報を生成
する
　ことを特徴とする、請求項１から４のいずれか１項に記載の被検体情報取得装置。
【請求項６】
　前記記憶手段は、前記第二の光音響画像を取得した際の前記探触子情報を、前記第二の
光音響画像と関連付けて記憶し、
　前記情報取得手段は、前記記憶された探触子情報にさらに基づいて前記ガイド情報を生
成する
　ことを特徴とする、請求項５に記載の被検体情報取得装置。
【請求項７】
　前記記憶手段は、複数の光音響画像を記憶し、
　前記情報取得手段は、前記第一の光音響画像の撮影情報を取得し、前記記憶手段に記憶
された前記複数の光音響画像の中から当該撮影情報に対応する前記第二の光音響画像を取
得する
　ことを特徴とする、請求項１から６のいずれか１項に記載の被検体情報取得装置。
【請求項８】
　前記画像取得手段は、前記第二の光音響画像を取得した際における第一の撮影条件と同
一の撮影条件によって前記第一の光音響画像を取得し、かつ、前記第一の撮影条件とは異
なる第二の撮影条件によって第三の光音響画像を取得する
　ことを特徴とする、請求項１から７のいずれか１項に記載の被検体情報取得装置。
【請求項９】
　前記記憶手段は、前記超音波画像と、前記第二の光音響画像と、前記第三の光音響画像
とを関連付けて記憶する
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　ことを特徴とする、請求項８に記載の被検体情報取得装置。
【請求項１０】
　光が照射された被検体から発生した音響波を受信し、光音響信号に変換する探触子を有
する被検体情報取得装置が行う被検体情報取得方法であって、
　前記光音響信号に基づいて、第一の光音響画像を取得する画像取得ステップと、
　関心領域を含み、超音波画像と関連付いた第二の光音響画像を記憶する記憶ステップと
、
　前記第一の光音響画像と、前記第二の光音響画像と、に基づいて、前記第二の光音響画
像に含まれる関心領域を撮像するための前記被検体に対する前記探触子の位置および姿勢
を案内する情報であるガイド情報を生成する情報取得ステップと、
　を含むことを特徴とする、被検体情報取得方法。
【請求項１１】
　前記情報取得ステップでは、前記第一の光音響画像と前記第二の光音響画像との位置合
わせを行い、前記位置合わせの結果に基づいて、前記ガイド情報を生成する
　ことを特徴とする、請求項１０に記載の被検体情報取得方法。
【請求項１２】
　前記情報取得ステップでは、前記ガイド情報を、前記探触子を操作するユーザに提供す
る
　ことを特徴とする、請求項１０または１１に記載の被検体情報取得方法。
【請求項１３】
　前記ガイド情報に基づいて、前記探触子に前記被検体に対する超音波の送受信を開始さ
せる制御ステップと、
　前記超音波の送受信により前記探触子から出力された超音波信号に基づいて、更なる超
音波画像を生成する第二の画像取得ステップと、を更に含み、
　前記記憶ステップでは、前記更なる超音波画像と前記第一の光音響画像とを関連付けて
記憶する
　ことを特徴とする、請求項１０から１２のいずれか１項に記載の被検体情報取得方法。
【請求項１４】
　前記探触子の位置および姿勢に関する情報である探触子情報を取得する位置取得ステッ
プをさらに含み、
　前記情報取得ステップでは、前記取得した探触子情報にさらに基づいて前記ガイド情報
を生成する
　ことを特徴とする、請求項１０から１３のいずれか１項に記載の被検体情報取得方法。
【請求項１５】
　前記記憶ステップでは、前記第二の光音響画像を取得した際の前記探触子情報を、前記
第二の光音響画像と関連付けて記憶し、
　前記情報取得ステップでは、前記記憶された探触子情報にさらに基づいて前記ガイド情
報を生成する
る
　ことを特徴とする、請求項１４に記載の被検体情報取得方法。
【請求項１６】
　前記記憶ステップでは、複数の光音響画像を記憶し、
　前記情報取得ステップでは、前記第一の光音響画像の撮影情報を取得し、前記記憶ステ
ップで記憶された前記複数の光音響画像の中から当該撮影情報に対応する前記第二の光音
響画像を取得する
　ことを特徴とする、請求項１０から１５のいずれか１項に記載の被検体情報取得方法。
【請求項１７】
　前記画像取得ステップでは、前記第二の光音響画像を取得した際における第一の撮影条
件と同一の撮影条件によって前記第一の光音響画像を取得し、かつ、前記第一の撮影条件
とは異なる第二の撮影条件によって第三の光音響画像を取得する
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　ことを特徴とする、請求項１０から１６のいずれか１項に記載の被検体情報取得方法。
【請求項１８】
　前記記憶ステップでは、前記超音波画像と、前記第二の光音響画像と、前記第三の光音
響画像とを関連付けて記憶する
　ことを特徴とする、請求項１７に記載の被検体情報取得方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検体情報取得装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　被検体内の構造情報や、生理的情報、すなわち機能情報をイメージングするための技術
として、超音波エコーや光音響イメージング（Photoacoustic Imaging）が知られている
。特に、被検体に超音波を照射して、被検体の内部で反射した超音波をプローブ（探触子
）で受信し、受信データから画像情報を得る超音波装置が普及している。超音波は人体に
対する副作用が無いため、医療現場では様々な疾病の診断に広く用いられている。
【０００３】
　また、ハンドヘルド形の探触子を利用する被検体情報取得装置において、測定の精度を
向上させるための研究が行われている。例えば、特許文献１には、超音波プローブを、特
定の位置および姿勢に誘導できる超音波測定装置が記載されている。かかる装置において
は、超音波プローブの適切な位置および姿勢を提示して誘導を行うため、測定結果の術者
への依存を抑えることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－５６１２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載の装置では、目標とする位置に超音波プローブを正確に誘導すること
ができる。
　ところで、治療後や手術後の患部の経過観察を行うような場合、超音波画像上において
腫瘍が縮小ないし消失している場合がある。かかる場合においては、治療後の画像におい
て目標物が失われてしまうため、対応する位置を判別することが困難となる。すなわち、
誘導すべきプローブの位置および姿勢を同定できなくなるおそれがある。
【０００６】
　本発明はこのような従来技術の課題に鑑みてなされたものであり、診断対象の領域にお
ける被検体情報を精度よく取得することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するための、本発明に係る被検体情報取得装置は、
　光が照射された被検体から発生した音響波を受信し、光音響信号に変換する探触子と、
前記光音響信号に基づいて、第一の光音響画像を取得する画像取得手段と、関心領域を含
み、超音波画像と関連付いた第二の光音響画像を記憶する記憶手段と、前記第一の光音響
画像と、前記第二の光音響画像と、に基づいて、前記第二の光音響画像に含まれる関心領
域を撮像するための前記被検体に対する前記探触子の位置および姿勢を案内する情報であ
るガイド情報を生成する情報取得手段と、を有することを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明に係る被検体情報取得方法は、
　光が照射された被検体から発生した音響波を受信し、光音響信号に変換する探触子を有
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する被検体情報取得装置が行う被検体情報取得方法であって、前記光音響信号に基づいて
、第一の光音響画像を取得する画像取得ステップと、関心領域を含み、超音波画像と関連
付いた第二の光音響画像を記憶する記憶ステップと、前記第一の光音響画像と、前記第二
の光音響画像と、に基づいて、前記第二の光音響画像に含まれる関心領域を撮像するため
の前記被検体に対する前記探触子の位置および姿勢を案内する情報であるガイド情報を生
成する情報取得ステップと、を含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、診断対象の領域における被検体情報を精度よく取得することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第一の実施形態に係る被検体情報取得装置の構成概略図。
【図２】第一の実施形態に係る被検体情報取得装置のハードウェア構成を示す図。
【図３】第一の実施形態において利用される画像の関係を表した図。
【図４】第一の実施形態においてユーザに提供される画面の例。
【図５】第一の実施形態において実行される処理のフローチャート図。
【図６】第二の実施形態において利用される画像の関係を表した図。
【図７】第二の実施形態において実行される処理のフローチャート図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に図面を参照しつつ、本発明の実施形態について説明する。ただし、以下に記載さ
れている構成部品の寸法、材質、形状およびそれらの相対配置などは、発明が適用される
装置の構成や各種条件により適宜変更されるべきものである。よって、この発明の範囲を
以下の記載に限定する趣旨のものではない。
【００１２】
　本発明は、被検体から伝搬する音響波を検出し、被検体内部の特性情報を生成し、取得
する技術に関する。よって本発明は、被検体情報取得装置またはその制御方法として捉え
られる。本発明はまた、これらの方法をＣＰＵやメモリ等のハードウェア資源を備える装
置に実行させるプログラムや、そのプログラムを格納した、コンピュータにより読み取り
可能な非一時的な記憶媒体としても捉えられる。
【００１３】
　本発明に係る被検体情報取得装置は、被検体に光（電磁波）を照射することにより被検
体内で発生した音響波を受信して、被検体の特性情報を画像データとして取得する光音響
効果を利用した装置を含む。この場合、取得される特性情報とは、被検体内部の組織の光
学的特性の違いを反映した情報である。
【００１４】
　また、本発明に係る被検体情報取得装置には、被検体に超音波を送信し、被検体内部で
反射した反射波（超音波エコー）を受信して、被検体情報を画像データとして取得する超
音波エコー技術を利用した装置を含む。この場合、取得される被検体情報とは、被検体内
部の組織の音響インピーダンスの違いを反映した情報である。
【００１５】
　本明細書における音響波とは、典型的には超音波であり、音波、光音響波と呼ばれる弾
性波を含む。探触子等により音響波から変換された電気信号を音響信号とも呼ぶ。ただし
、本明細書における超音波または音響波という記載には、それらの弾性波の波長を限定す
る意図はない。光音響効果により発生した音響波は、光音響波または光超音波と呼ばれる
。光音響波に由来する電気信号を光音響信号とも呼ぶ。また、超音波エコーに由来する電
気信号を超音波信号とも呼ぶ。
【００１６】
　本発明に係る被検体情報取得装置は、光音響撮影によって得られた画像データに基づい
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て、超音波撮影を行う際の探触子の位置をガイドする機能を有する装置である。以降、光
音響撮影によって得られた画像データを光音響画像と称し、超音波撮影によって得られた
画像データを超音波画像と称する。また、光音響撮影または超音波撮影によって画像デー
タを取得することを単に撮影と称する。なお、光音響撮影は、被検体に光を照射し、被検
体内で発生した音響波に基づいて光音響画像を生成することを指す。また、超音波撮影は
、被検体に超音波を送信し、反射した超音波に基づいて超音波画像を生成することを指す
。
【００１７】
（第一の実施形態）
　図１は、第一の実施形態に係る被検体情報取得装置の構成を説明する図である。本実施
形態に係る被検体情報取得装置は、光照射部１、超音波送信部２、変換素子４、画像生成
部５、プローブ情報取得部６、ガイド部７、表示部８、入力部９を有して構成される。符
号３は被検体である。
　第一の実施形態に係る被検体情報取得装置は、被検体に超音波を送信し、反射した超音
波に基づいて超音波画像を生成する超音波撮影機能を有する。また、第一の実施形態に係
る被検体情報取得装置は、被検体に光を照射し、被検体内で発生した音響波に基づいて光
音響画像を生成する光音響撮影機能を有する。
【００１８】
　光照射部１は、被検体に照射する光（典型的にはパルス光）を発生させる光源と、当該
光を被検体まで導く光学系で構成される。
　光源は、被写体に照射するパルス光を発生させる装置である。光源は、大出力を得るた
めにレーザ光源であることが望ましいが、レーザの代わりに発光ダイオードやフラッシュ
ランプを用いることもできる。光源としてレーザを用いる場合、固体レーザ、ガスレーザ
、色素レーザ、半導体レーザなど様々なものが使用できる。特に、Ｎｄ：ＹＡＧレーザや
アレクサンドライトレーザなどのパルスレーザが好ましい。また、Ｎｄ：ＹＡＧレーザ光
を励起光とするＴｉ：ｓａレーザや、ＯＰＯ（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｐａｒａｍｅｔｒｉｃ　
Ｏｓｃｉｌｌａｔｏｒｓ）レーザを用いてもよい。
　また、パルス光の波長は、被検体を構成する成分のうち特定の成分に吸収される特定の
波長であって、被検体内部まで光が伝搬する波長であることが望ましい。具体的には、４
００ｎｍ以上１６００ｎｍ以下であり、さらに、７００ｎｍ以上１１００ｎｍ以下である
ことが好ましい。この領域の光は、比較的生体深部まで到達することができるため、被検
体深部の情報を得ることができる。
　一方、生体表面近傍の血管を高解像度でイメージングする際には可視光を用いることが
好ましい。ただし、テラヘルツ波、マイクロ波、ラジオ波領域の使用も可能である。波長
変換を行うために、幅広い領域で利得を持つ媒質を用いた波長可変レーザを用いたり、互
いに異なる波長の光を照射する複数の光源を組み合わせて用いたりするとよい。
　また、光音響波を効果的に発生させるためには、被検体の熱特性に応じて十分短い時間
に光を照射させなければならない。本実施形態に示すように被検体が生体である場合は、
光源から発生するパルス光のパルス幅は１～１００ナノ秒程度が好適である。
【００１９】
　光学系は、光源から発せられたパルス光を伝送する部材である。光源から出射された光
は、レンズやミラーなどの光学部品により、所定の光分布形状に加工されながら被検体に
導かれ、照射される。なお、光ファイバなどの光導波路などを用いて光を伝搬させること
も可能である。
　光学系は、例えば、レンズ、ミラー、プリズム、光ファイバ、拡散板、シャッター、フ
ィルタなどの光学機器を含んでいてもよい。光源から発せられた光を被検体に所望の形状
で照射できれば、光学系には、どのような光学部品を用いてもよい。なお、光はレンズで
集光させるより、ある程度の面積に広げる方が、生体への安全性ならびに診断領域を広げ
られるという観点で好ましい。光学系を用いることで、パルス光のスポット形状や光密度
を変更できる。
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【００２０】
　超音波送信部２は、超音波を被検体３に送信する手段である。超音波送信部２は、複数
の音響素子がアレイ状に配置されたものであることが好ましいが、この形態に限られない
。なお、超音波送信部２は、後述する変換素子４によって兼用されてもよい。本実施形態
では、超音波送信部２を独立して設ける。超音波送信部２が有する音響素子の特性は、超
音波を送信可能である点を除き、後述する変換素子４と同様である。
【００２１】
　プローブ４０は、被検体から発生した音響波を受信し、電気信号に変換するハンドヘル
ド型のユニットである。プローブ４０は、１つ以上の変換素子４を備えて構成される。
　変換素子４は、被検部の内部から到来する音響波を受信して、電気信号に変換する手段
である。変換素子は、探触子、音響波探触子、音響波検出器、音響波受信器、トランスデ
ューサとも呼ばれる。
　生体から発生する音響波は、１００ＫＨｚから１００ＭＨｚの超音波であるため、変換
素子には、上記の周波数帯を受信できる素子を用いる。具体的には、圧電現象を用いたト
ランスデューサ、光の共振を用いたトランスデューサ、容量の変化を用いたトランスデュ
ーサなどを用いることができる。
【００２２】
　また、変換素子は、感度が高く、周波数帯域が広いものを用いることが望ましい。具体
的にはＰＺＴ（チタン酸ジルコン酸鉛）などを用いた圧電素子、ＰＶＤＦ（ポリフッ化ビ
ニリデン）などの高分子圧電膜材料、ＣＭＵＴ（容量性マイクロマシン超音波トランスデ
ューサ）、ファブリペロー干渉計を用いたものなどが挙げられる。ただし、ここに挙げた
ものだけに限定されず、探触子としての機能を満たすものであれば、どのようなものであ
ってもよい。
　また、プローブ４０が複数の変換素子４を備える場合、１Ｄアレイ、１．５Ｄアレイ、
１．７５Ｄアレイ、２Ｄアレイと呼ばれるような平面又は曲面内に並ぶように変換素子４
を配置することが好ましい。
【００２３】
　なお、プローブ４０は、ハンドヘルド形であってもよいし、不図示の走査機構によって
、被検体に対して相対的に移動可能に構成されていてもよい。また、本発明に係る被検体
情報取得装置を光音響顕微鏡に適用する場合、プローブ４０をフォーカス型プローブとし
てもよい。この場合、プローブ４０は被検体の表面に沿って機械的に移動可能に構成する
ことが好ましい。また、プローブ４０が機械的に移動可能である場合、照射光の照射位置
を、プローブ４０と同期して移動可能とすることが好ましい。また、プローブ４０の内部
に、変換素子４から出力されるアナログ信号を増幅する増幅器を設けてもよい。
　なお、本実施形態では、光照射部１、超音波送信部２、変換素子４を別々に構成したが
、各構成要素のうちのいずれかが筐体を同じくしてもよい。
【００２４】
　なお、図１には示していないが、被検体３は、光および音響波に対して透過性のある保
持部材によって保持することが好ましい。これにより被検体形状が安定し、特性値を算出
する際の精度が向上する。保持方法として、被検体をプレートにより圧迫する方式や、垂
下させた乳房をカップ状の保持部材で保持する方式がある。保持部材の材質は、アクリル
、ポリメチルペンテンなどが好適である。保持部材を用いる場合、保持部材とプローブの
間、および、被検体と保持部材の間に、保持部材を用いない場合は、被検体とプローブの
間に、音響整合効果を高めるためのマッチング材を配置することが好ましい。マッチング
材としては、水、ひまし油、超音波ジェル等がある。
【００２５】
　画像生成部５は、被検体情報取得装置が有する各構成要素の制御を行う手段である。例
えば、被検体に対する超音波送信や光照射の制御、超音波エコーや光音響波の受信制御な
ど、装置全体の制御に関する指令を行う。また、画像生成部５は、音響波から変換された
電気信号（超音波信号および光音響信号）に基づいて、被検体内部の構造情報や光学特性
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情報といった被検体情報を取得する手段（画像取得手段）である。
【００２６】
　ここで、被検体に対して光音響撮影を行い、光学特性情報として、被検体内の初期音圧
分布を取得する方法について説明する。
　３次元空間座標上のある位置における初期音圧Ｐは、変換素子４から出力されたチャネ
ル毎の受信信号に、帯域補正用のフィルタをかけ、画像再構成を行うことで求めることが
できる。画像再構成の手法として、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｂａｃｋ　ｐｒｏｊｅｃｔｉｏ
ｎ（ＵＢＰ）や、Ｆｉｌｔｅｒｅｄ　Ｂａｃｋ　Ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎ（ＦＢＰ）等の公
知の再構成手法を用いることができる。また、整相加算（Ｄｅｌａｙ　ａｎｄ　Ｓｕｍ）
処理を用いてもよい。
　この画像再構成処理を、被検体内の各位置に対して行うことにより、被検体内における
初期音圧分布が取得できる。初期音圧分布は、３次元分布データ（ボクセルの集合データ
。３次元ボリュームデータとも呼ぶ）であってもよいし、そのうちの一断面に対応する２
次元分布データ（ピクセルの集合データ）であってもよい。
【００２７】
　被検体内のある位置における吸収係数は、当該位置における初期音圧と、グリューナイ
ゼン定数と、当該位置に照射された光の強度（光量）の積によって求めることができる。
　また、被検体内の吸収係数分布は、取得した初期音圧分布に対して、光量分布を用いた
補正を行うことで求めることができる。なお、グリューナイゼン定数は一定とみなすこと
ができる。また、被検体内に到達する光の光量分布は、被検体に照射した光の分布に基づ
いて、被検体内部の光伝搬を考慮した計算を行うことで求めることができる。なお、その
際、被検体の形状を考慮してもよい。また、単一波長の光を照射した際の同位置での複数
の特性分布や、複数の波長での同位置での特性分布間に位置のずれや変形が存在する場合
は、アフィン変換やＦＦＤなどの公知な方法を用いて、複数の特性分布間で位置合わせな
どを行ってもよい。
　これらの特性が反映された画像は、プローブ４０の位置および姿勢に関する情報（後述
）をふまえ、３次元ボリュームデータとして生成される。なお、光音響顕微鏡といった、
比較的小さな被検体を検査対象とする装置に本発明を適用する場合、変換素子４は一つで
あってもよい。
　画像生成部５は、被検体内の光学特性の分布を表す光音響画像と、被検体内の音響特性
の分布を表す超音波画像の双方を生成することができる。
【００２８】
　プローブ情報取得部６は、プローブ４０の位置および姿勢に関する情報（本発明におけ
る探触子情報。以下、プローブ情報）を取得および記録し、必要に応じて読み出す手段（
位置取得手段）である。プローブ情報とは、超音波画像もしくは光音響画像を取得する際
における、装置に対するプローブ４０の位置および姿勢に関する情報である。なお、本実
施形態では、同一のプローブ内に、光照射部１、超音波送信部２、変換素子４が格納され
ているが、各構成要素がそれぞれ別の筐体に収納されている場合、それぞれの位置および
姿勢に関する情報を収集するようにしてもよい。
【００２９】
　プローブ情報は、画像の再構成に利用されるほか、対応する超音波画像もしくは光音響
画像と関連付けて記録される。プローブ情報は、装置が有する記憶手段に記録してもよい
し、外部装置に記録してもよい。また、装置が生成する画像の形式として、ＤＩＣＯＭ形
式など、被検体に付随する情報を記録可能なフォーマットを採用する場合、被検体に付随
する情報としてプローブ情報を書き込んでもよい。
　記録されるプローブ情報は、画像を取得したタイミングで自動的に取得してもよいし、
ユーザが指定したタイミングに基づいて取得してもよい。例えば、ユーザインタフェース
画面上のボタンやハードウェアボタンを押下したタイミングで生成してもよい。また、プ
ローブ情報は、自動的に生成してもよいし、ユーザに入力させてもよい。
【００３０】
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　ガイド部７は、過去に取得した超音波画像に含まれる関心領域と同じ領域を撮像するた
めに必要なプローブ４０の移動量および姿勢の変化量を算出し、プローブ４０を誘導する
ための情報（ガイド情報）を生成する手段である。具体的な算出方法と、ガイド情報の出
力方法については後述する。
【００３１】
　画像生成部５、プローブ情報取得部６、ガイド部７は、ＣＰＵとＲＡＭ、不揮発メモリ
、制御ポートを有するコンピュータで構成してもよい。不揮発メモリに格納されたプログ
ラムがＣＰＵで実行されることにより前述した制御が行われる。また、画像生成部５、プ
ローブ情報取得部６、ガイド部７は、汎用コンピュータや、専用に設計されたワークステ
ーションによって実現されてもよい。また、これらの演算機能を担うユニットは、ＣＰＵ
やＧＰＵ等のプロセッサ、ＦＰＧＡチップ等の演算回路で構成されていてもよい。これら
のユニットは、単一のプロセッサや演算回路から構成されるだけでなく、複数のプロセッ
サや演算回路から構成されていてもよい。
【００３２】
　また、当該コンピュータは、各部から出力される信号等を記憶する記憶手段を備えてい
てもよい。記憶手段は、ＲＯＭ、磁気ディスクやフラッシュメモリなどの非一時記憶媒体
や、ＲＡＭなどの揮発性の媒体であってもよい。なお、これらのユニットは、１つの記憶
媒体から構成されるだけでなく、複数の記憶媒体から構成されていてもよい。
　また、画像生成部５は、受信信号を増幅する増幅器、アナログの受信信号をデジタル化
するＡＤ変換器、受信信号を記憶するＦＩＦＯ、ＲＡＭ等のメモリ等を含んでいてもよい
。このような構成は、一般的にＤＡＳ（Ｄａｔａ　Ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅ
ｍ）と呼ばれる。
【００３３】
　図２は、画像生成部５、プローブ情報取得部６、ガイド部７を構成するハードウェアの
構成を示す図である。本実施形態では、前述した各部が、ＤＡＳ２０１、メモリ２０２、
ＣＰＵ２０３、ＧＰＵ２０４によって構成され、システムバス２００によって、光照射部
１、超音波送信部２、および変換素子４と接続される。
【００３４】
　ＤＡＳ２０１は、本実施形態における画像生成部５の一機能を担う。変換素子４によっ
て生成され、ＤＡＳ２０１によって処理された信号はメモリ２０２に記憶される。
　ＣＰＵ２０３およびＧＰＵ２０４は、本実施形態における、画像生成部５、プローブ情
報取得部６、ガイド部７のうちの機能の一部を担う。ＣＰＵ２０３は、メモリ２０２に記
憶されたデジタル信号に対して積算処理や補正処理などの信号処理を行うことができる。
　また、ＧＰＵ２０４は、ＣＰＵ２０３が生成したデータに対して画像処理を適用し、画
像データを生成する。なお、同様の処理は、ＣＰＵ２０３でも可能である。
【００３５】
　表示部８は、画像生成部５が取得した情報およびその加工情報を表示する手段であり、
典型的にはディスプレイ装置である。表示部８は、ＬＣＤやＣＲＴ、有機ＥＬディスプレ
イなどの表示装置を用いることができる。なお、表示部８は、本実施形態に係る装置とは
別に提供されてもよい。
【００３６】
　次に、本実施形態に係る被検体情報取得装置が、被検体である生体を撮影する方法につ
いて説明する。
　光音響撮影を行う場合、光照射部１から発せられたパルス光を、光学系を介して被検体
３に照射する。被検体の内部を伝搬した光のエネルギーの一部が血液などの光吸収体に吸
収されると、熱膨張により当該光吸収体から音響波が発生する。生体内にがんが存在する
場合は、がんの新生血管において他の正常部の血液と同様に光が特異的に吸収され、音響
波が発生する。生体内で発生した光音響波は、変換素子４によって受信される。
　また、超音波撮影を行う場合、超音波送信部２にて生成された超音波が被検体３に送信
される。送信された超音波は、被検体表面や内部における、音響インピーダンスに差があ



(10) JP 2019-122621 A 2019.7.25

10

20

30

40

50

る界面において反射し、変換素子４によって受信される。
【００３７】
　変換素子４は、音響整合材等により被検体と音響的にマッチングさせることが好ましい
。複数の変換素子４の各々は、音響波を受信することにより時系列の信号を出力する。つ
まり、第１の音響波を受信することにより時系列の第１の信号を出力し、第２の音響波を
受信することにより時系列の第２の信号を出力する。出力された信号は、画像生成部５に
入力される。画像生成部５には、照射されたパルス光、または、送信された超音波に対応
する信号が順次入力される。
【００３８】
　変換素子４によって受信され、変換された信号は、画像生成部５で解析される。例えば
、超音波撮影を行う場合、被検体内において反射した超音波エコーに基づいた超音波画像
を生成する。また、光音響撮影を行う場合、生体内の光学特性に関する情報（例えば、初
期音圧分布や吸収係数分布）を表す三次元ボリュームデータを生成する。これらのデータ
は、二次元の画像に変換されたのちに表示部８を介して出力される。
【００３９】
　前述したように、本実施形態に係る被検体情報取得装置は、被検体に対して超音波撮影
と光音響撮影の双方が可能な構成となっている。
　ここで、超音波撮影を行った結果得られる超音波画像を保存し、被検者の経過観察に用
いる場合を考える。超音波撮影では、被検体内の構造情報を取得することができる。すな
わち、腫瘍などの存在を画像化することができる。しかし、治療の経過に伴って腫瘍が消
失すると、前回取得した超音波画像が被検体内のどの位置にあるのかを把握することが困
難になってしまう。すなわち、前回の撮影において観察した領域（関心領域）と同じ領域
を画像化するためにプローブ４０をどこに配置すればよいのかが分かりづらくなる。
【００４０】
　一方、光音響画像は、被検体内（生体内）における血管像を画像化できるため、位置合
わせを行うための手掛かりに富んでいる。そこで、本実施形態に係る被検体情報撮影装置
は、超音波撮影によって超音波画像を取得する際に、同一の範囲を対象に光音響撮影を行
って光音響画像を取得し、超音波画像と光音響画像とを関連付けて記録する。
　図３は、第一の実施形態に係る被検体情報取得装置が利用する画像の関係を表した図で
ある。符号３０１が、記録されるデータを表す。
　なお、超音波画像３０２と光音響画像３０３は、互いに画像中の座標が対応付いている
。座標が対応付いていれば、どちらか片方が２次元画像であって、他方が３次元画像であ
ってもよい。
【００４１】
　そして、次回以降の撮影において、光音響撮影を行いながら、現在得られている光音響
画像３０４と、過去に取得した光音響画像３０３の位置関係が一致するようにプローブ４
０を誘導する。このようにして誘導されたプローブ４０の位置および姿勢は、過去に超音
波撮影を行った際のプローブ４０の位置および姿勢と一致する。すなわち、当該位置にお
いて超音波撮影を行うことで、過去に撮影した関心領域を捉えた超音波画像３０５を取得
することができる。
　なお、ガイド部７は、入力部９を用いたユーザによる記録データの入力に基づいて、複
数の記録データの中から過去に取得した記録データ３０１を選択してもよい。また、ガイ
ド部７は、ＨＩＳ（Ｈｏｓｐｉｔａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）やＲＩ
Ｓ（Ｒａｄｉｏｌｏｇｙ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）などの病院内のシス
テムから現在の撮影における撮影情報を取得し、当該撮影情報に対応する、過去に取得し
た記録データ３０１を取得してもよい。すなわち、ガイド部７は、光音響画像３０４（お
よび超音波画像３０５）の撮影情報を取得し、当該撮影情報に対応する過去に取得した記
録データ３０１を取得してもよい。例えば、ガイド部７は、ＨＩＳから撮影対象の患者Ｉ
Ｄを撮影情報として取得し、この患者ＩＤと同一の患者ＩＤの記録データをＰＡＣＳから
読み出すことにより、記録データ３０１を取得してもよい。撮影情報は、患者ＩＤの他に
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、撮影日時、撮影に用いたモダリティ、画像種別などの撮影に関するあらゆる情報を含む
。
【００４２】
　ここで、二つの光音響画像の位置合わせを行う方法について説明する。
　三次元ボリュームデータ同士の位置合わせは、公知の変形位置合わせ手法によって行う
ことができる。例えば、基準画像と変形画像の二つの画像を用意し、これらの画像間にお
ける変換関数を取得する。変換関数は、基準画像における任意の座標値と、これに対応す
る変形画像の座標との間の関係を意味する。つまり、以下の式に示すように、基準画像に
おける任意の座標値Ｘｆｉｘに基づいて、対応する変形画像の座標値Ｘｍｏｖを得る関数
ｆとして表現することができる。
　Ｘｍｏｖ＝ｆ（Ｘｆｉｘ）
【００４３】
　当該処理は、空間中に離散的に存在する複数の対応点に基づいて、連続的な変形を算出
する処理である。当該処理は、周知の補間方法を用いて行われる。例えば、放射基底関数
（Ｒａｄｉａｌ　Ｂａｓｉｓ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）を用いた方法や、ＦＦＤ（Ｆｒｅｅ　
Ｆｏｒｍ　Ｄｅｆｏｒｍａｔｉｏｎ）法と呼ばれるＢ－スプラインを用いた方法がある。
また、初めにアフィン変換で大まかなずれを補正した後に、ＦＦＤを用いるなど、多段階
的に変形位置合わせを行ってもよい。本明細書において位置合わせとは、画像間の位置ず
れ量を算出する処理を含めばよく、画像の座標系を変換したり、画像を変形したりする処
理は含まなくてもよい。
　また、得られた関数を用いて実際に画像を変形させ、変形の妥当性を、評価関数を用い
て評価する。一般的には、正規化相互相関など、基準画像と変形画像の一致度を表すよう
な指標を用いる。また、このようにして得られた関数ｆから、対象画像の変形場を求める
ことができる。変形場とは、変形画像から基準画像への変形の場である。このようにする
ことで、過去に取得した光音響画像と現在撮影中の光音響画像との間で、画像の特徴点が
一致するような変換関数を求めることができる。また、変換関数に基づいて、プローブ４
０を移動させるべき位置（座標）および姿勢を算出することができる。
【００４４】
　すなわち、超音波画像上で特徴が消失しているような状況においても、過去に画像化し
た関心領域を捉えるためのプローブ４０の位置および姿勢を算出し、プローブ４０を誘導
することが可能になる。本実施形態では、ガイド部７が、画像生成部５が生成した光音響
画像と、過去に取得した光音響画像との位置合わせを行い、ガイド情報を生成および出力
する。
【００４５】
　なお、ここでは、過去に取得した画像を基準画像、現在撮影中の画像を変形画像として
変形位置合わせを行う例を挙げたが、反対に、現在撮影中の画像を基準画像とし、過去に
取得した画像を変形画像としてもよい。
　さらに、過去の画像と現在撮影中の画像の位置が大きく異なる場合、過去と現在の画像
のボリュームデータからＭＩＰ（最大値投影）画像を生成し、２次元画像中の各特徴点同
士の一致度を見て大まかに変換を行ってから、詳細な変形位置合わせを行ってもよい。そ
の際のＭＩＰの投影方向として、複数の方向を用いることで、３次元的な座標の対応関係
を取得してもよい。
【００４６】
　次に、位置合わせの結果に基づいてプローブ４０を誘導する方法について説明する。
　本実施形態では、ガイド部７が、光音響画像同士の変形位置合わせを行った結果と、プ
ローブ情報取得部６が取得したプローブ情報を併用して、過去に取得した超音波画像と同
じ領域を捉えるために必要なプローブ４０の移動量と角度についての情報を算出する。
　また、算出した情報に基づいて、プローブ４０を誘導するためのグラフィカルユーザー
インターフェース（ＧＵＩ）を生成し、表示部８へ出力する。これにより、表示部８には
、生成された画像、プローブ情報、プローブ４０を移動させるべき位置および角度に関す
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る情報が表示される。
【００４７】
　ここで、図４を参照し、表示部８に出力される画像について説明する。符号１０１は、
表示部８が有する画面領域であり、ＰＡ１は、現在撮影中の光音響画像を、過去に取得し
た光音響画像に対して変形位置合わせした結果得られた画像である。符号１０２は被検体
であり、符号１０３は血管像を表す。ＰＡ２は過去に取得した光音響画像であり、符号１
０４は関心領域を表す。
【００４８】
　符号１１４は、プローブの現在位置を示すインジケータである。当該インジケータの位
置は、現在のプローブ情報に、変形位置合わせによって得られた変換関数を適用すること
で算出することができる。
　ＰＡ３は現在撮影中の光音響画像であり、符号１１３は変形位置合わせを行う前の血管
像である。
【００４９】
　ＵＳ１は、現在撮影中の超音波画像を、過去に取得した超音波画像に対して変形位置合
わせした結果得られた画像である。ＵＳ２は過去に取得した超音波画像であり、符号１０
６は当該超音波画像における関心領域を表す。
　符号１０５は、現在撮影中の画像において関心領域が存在する領域を表す。超音波画像
に、関心領域の位置情報が関連付いて保存されている場合、符号１０５のような表示を行
うことも可能である。
【００５０】
　また、ＤＩＧはプローブのあおり角を表す表示である。符号１１１は、過去に関心領域
を撮影した際のプローブ４０のあおり角を表し、符号１１２は、現在のプローブ４０のあ
おり角を表す。角度情報は、装置を基準とした情報である。図示した二本の矢印は、装置
と平行な軸、および、装置に鉛直な軸を表している。このような角度情報は、現在のプロ
ーブ情報に、変形位置合わせによって得られた変換関数を適用することで算出することが
できる。
【００５１】
　図４の例によると、符号１１４の位置にあるプローブ４０を、符号１０４の位置まで移
動させ、かつ、符号１１１と１１２が一致するようにあおり角を修正することで、関心領
域が撮影可能になる旨を装置のユーザに示すことができる。
【００５２】
　なお、プローブ４０の位置は、プローブ筐体の外形を点線で表すことで表現してもよい
し、プローブの中心点を×印のようなマークで表すことで表現してもよい。また、プロー
ブの位置を特定の方向に射影して２次元平面で表現してもよいし、３次元的な位置を表現
してもよい。また、プローブ情報は、表示画面中に２次元で表現してもよい。例えば、絶
対角度（地面に対する角度等）を表示してもよい。
　また、本例では、プローブ情報を、過去に取得した光音響画像に重畳して表示したが、
プローブ情報は過去に取得した超音波画像に重畳して表示してもよい。
【００５３】
　また、本例では、過去に取得した超音波画像（ＵＳ２）、現在撮影中の超音波画像（Ｕ
Ｓ１）、過去に取得した光音響画像（ＰＡ２）、現在撮影中の光音響画像（ＰＡ１）の４
種類を出力する例を挙げた。しかし、所定の位置にプローブを誘導することができれば、
必ずしもこれらの画像を全て出力する必要はない。
　また、ここでは、現在撮影中の光音響画像を、過去に取得した光音響画像に対して変形
させたが、過去に取得した光音響画像を、現在撮影中の光音響画像に対して変形させても
よい。この場合であっても、変換関数を利用することで、装置のユーザにプローブ４０の
現在位置を提示することができる。
【００５４】
　プローブ４０を誘導するための情報は、グラフィカルに表示してもよいし、テキストや



(13) JP 2019-122621 A 2019.7.25

10

20

30

40

50

数値等で出力してもよい。例えば、プローブ４０を動かすべき方向と距離を、図形（また
は図形とテキストの組み合わせ）で提示してもよい。また、プローブ４０を動かすべき方
向のみを提示してもよい。また、プローブ４０が所定の位置に到達したことを通知するよ
うにしてもよい。この場合、画像に含まれる図形や文字等の色を変化させたり、点滅させ
たりしてもよい。さらに、音やＬＥＤ光の点滅などによって、人間の五感に訴えるような
方法で通知を行ってもよい。
【００５５】
　なお、プローブ４０を誘導するための情報を生成する際に、過去に取得した光音響画像
に関連付いたプローブ情報をさらに用いてもよい。変換関数のみでは、プローブ４０の相
対的な移動量しか算出することができないが、過去に光音響画像を取得した際のプローブ
情報を併用することで、装置を基準とした絶対的な移動量（例えば、「左へ３ｃｍ移動」
等）を算出することができる。
　また、関心領域を撮影するために走査が必要な場合、複数の地点（例えば、始点と終点
）に対してプローブ４０の誘導をそれぞれ行ってもよい。
【００５６】
　プローブ４０が所定の位置に到達したか否かは、例えば、以下のような基準によって判
定することができる。
（１）プローブ４０の位置（および姿勢）が、過去に光音響画像を取得した際の位置（お
よび姿勢）に対して所定の範囲まで近づいた場合
　例えば、画像同士のずれ量をリアルタイムで取得し、当該ずれ量が所定の値を下回った
か否かを判定するようにしてもよい。
【００５７】
（２）現在撮影中の光音響画像に、過去に取得した光音響画像に含まれる関心領域の少な
くとも一部が含まれている場合
（３）現在撮影中の光音響画像が、上記関心領域を含む状態となってから所定の時間が経
過した場合
（４）プローブ４０の焦点領域として設定された領域に、上記関心領域が含まれる状態と
なった場合
　過去に取得した光音響画像に、関心領域に関する情報が関連付いている場合、このよう
な判定を行うこともできる。すなわち、現在撮影中の光音響画像と、当該関心領域との位
置関係に基づいて、これらの条件を満たしているか否かを判定することができる。
【００５８】
　なお、図４の例は、超音波撮影と光音響撮影を同時に（時分割で）行う場合の例である
が、光音響撮影を行いながら位置合わせを行い、条件を満たした場合に超音波撮影を行う
モードに移行するようにしてもよい。すなわち、プローブ４０の位置および姿勢が、過去
に取得した超音波画像に含まれる関心領域を捉えられる位置および姿勢となった場合に、
超音波の送受信を開始するようにしてもよい。例えば、入力部９を介してユーザが操作を
行い、当該操作に基づいて撮影モードの切り替えを行うようにしてもよい。操作は、例え
ば、表示部８に表示されるディスプレイ上のボタンを介して行ってもよいし、プローブ４
０や装置に付随している物理的なボタンを介して行ってもよい。また、ガイド部７によっ
て算出された情報をふまえ、自動で切り替えを行ってもよい。ここでは、プローブ４０を
把持する把持部に、小指もしくは親指で操作可能なボタンがあり、当該ボタンを押下する
ことでモードの切り替えが行えるものとする。
【００５９】
　ここで、モードの切り替えとは、光音響画像や超音波画像のみを撮影するモードから、
もう片方のモードに切り替えることを指す。例えば、初めに光音響画像を撮影している場
合、光音響画像から超音波画像に切り替えることを言う。
　また、どちらか片方の画像を撮影している第１のモードから、もう片方の画像を同時に
撮影できる第２のモードに切り替えてもよい。さらに、第２のモードから第１のモードに
切り替えてもよい。第２のモードでは、光の照射と超音波の送信を交互に行うことで、超
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音波画像と光音響画像を同時に取得するようにしてもよい。
　または、過去の画像に変形位置合わせした現在撮影中の光音響画像を表示した状態から
、過去の画像に変形位置合わせした超音波画像を表示するように切り替えを行ってもよい
。
　なお、モードの切り替えは、ユーザが手動で行ってもよいし、システムが自動で行って
もよい。
【００６０】
　なお、現在のプローブ位置は、過去に取得した超音波画像上に投影してもよいし、過去
に取得した光音響画像上に投影してもよい。また、現在撮影中の超音波画像上に投影して
もよいし、現在撮影中の光音響画像上に投影してもよい。また、プローブ位置の投影は行
わず、インジケータ等の案内表示のみを出力してもよい。
【００６１】
　次に、図５を参照して、本実施形態に係る被検体情報取得装置が行う処理の一例を説明
する。図５に示したフローチャートは、過去に被検体に対する超音波撮影および光音響撮
影を行い、得られた超音波画像と光音響画像の双方が関連付いて記録された状態から開始
される。
【００６２】
　まず、ステップＳ１０１において、装置に被検体を設置する。
　次に、ステップＳ１０２で、画像生成部５が、超音波画像と光音響画像の撮影を開始す
る。本ステップでは、光の照射と超音波の送信を交互に行う制御を行うことで、超音波画
像と光音響画像を同時に取得する。
　次に、ステップＳ１０３で、画像生成部５が、光音響画像（三次元ボリュームデータ）
を生成する。なお、本ステップはリアルタイム性が求められるため、比較的簡素な処理で
光音響画像を生成することが好ましい。具体的には、三次元画像同士の位置合わせが行え
る程度の解像度で光音響画像を生成すればよい。ここでは、リアルタイムで光音響画像を
生成する処理を短時間撮影と称する。
【００６３】
　次に、ステップＳ１０４で、ガイド部７が、ステップＳ１０３で生成した光音響画像と
、過去に撮影した光音響画像との変形位置合わせを行う。
　次に、ステップＳ１０５で、ガイド部７が、変形位置合わせの結果と、現在のプローブ
情報と、過去に光音響画像を撮影した際のプローブ情報とを用いて、過去の光音響画像に
現在のプロープ位置を重畳した画像と、プローブのあおり角をガイドする画像を生成する
。
【００６４】
　次に、ステップＳ１０６で、ガイド部７が、プローブ４０の位置および姿勢が所定の状
態となったか否かを判定し、判定結果に基づいて通知を行う。これによりユーザは、通知
が行われたタイミングに基づいて超音波画像を観察および保存することができる。
【００６５】
　なお、超音波画像と光音響画像は同時に取得してもよいが、ステップＳ１０２では光音
響画像の撮影のみを開始し、プローブが所定の位置および姿勢となったタイミングで撮影
モードを切り替えてもよい。例えば、プローブ４０が関心領域に到達した場合に通知を行
い、ユーザが所定の操作を行うことで、超音波画像を撮影するモードに移行してもよい。
【００６６】
　第一の実施形態によると、超音波画像上において、時間の経過とともに特徴や目印（腫
瘍など）が消失してしまうような状況においても、光音響撮影によって取得した画像を利
用して、プローブを誘導するための情報を生成することができる。すなわち、関心領域を
捉えるためのプロープの位置合わせを正確に行うことができ、診断対象の領域における被
検体情報を精度よく取得することができる。
【００６７】
（第一の実施形態の適用例）
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　第一の実施形態に係る被検体情報取得装置を、被検体として人間の腿部を撮影する装置
に適用する例を挙げる。
【００６８】
　まず、比較対象となる超音波画像を取得するために超音波撮影を行い、同時に光音響撮
影を行い、得られた光音響画像を超音波画像と関連付けて、不図示の記憶装置に記録する
。本適用例では、血管像を捉えることを目的として光音響画像を取得する。従って、被検
体に照射する光の波長として、オキシヘモグロビンとデオキシヘモグロビンの吸収係数が
略等しい波長である７９７ｎｍを選択する。得られた光音響画像は、３次元ボリュームデ
ータとして装置に記録される。また、当該光音響画像には、関心領域を撮像した際のプロ
ーブの位置および姿勢に関する情報が関連付けられる。具体的には、光音響撮影の際にプ
ローブに付随しているボタンを押下しながら、関心領域の開始点から終了点までを走査し
、その間におけるプローブの位置および姿勢に関する情報を取得し、光音響画像と関連付
けて記録する。
【００６９】
　次に、前述した超音波画像および光音響画像を取得したタイミングとは異なるタイミン
グ（例えば手術の前後）において、光音響画像の撮影を開始する。そして、短時間撮影を
行うことで光音響画像のボリュームデータを生成し、過去に取得した光音響画像に対して
変形位置合わせを行う。これにより、プローブ４０を誘導する情報を生成することができ
る。具体的には、現在のプローブの中心と筐体端点の座標を、過去の光音響画像上に座標
変換して重畳表示し、さらに傾きを変換することで、過去の光音響画像上における現在の
プローブの傾きを算出して表示する。
【００７０】
（第二の実施形態）
　第一の実施形態では、超音波画像と光音響画像を関連付けて記録し、光音響画像同士の
位置合わせを行うことで、プローブを誘導するためのガイド情報を生成した。
　しかし、かかる形態においては、光音響画像を取得する際の撮影条件を前後で同一にし
なければならない。例えば、被検体に照射する光の波長が変わると、画像化する対象の光
吸収体が変わる（例えば、オキシヘモグロビンとデオキシヘモグロビン等）ため、精度の
よい位置合わせが行えなくなるおそれがある。よって、異なる複数回の撮影において、光
音響画像を取得する際の撮影条件を異ならせることができない。
【００７１】
　一方で、位置合わせに用いた光音響画像を診断に用いる場合、異なる条件で撮影を行い
たい場合がある。
　第二の実施形態では、これに対応するため、図６に示したように、「超音波画像」「ナ
ビゲーション用光音響画像」「観測用光音響画像」の三種類の画像を関連付けて記録し（
符号６０１）、このうちのナビゲーション用光音響画像を用いて位置合わせを行う。
　観測用光音響画像は、観測対象に合わせて撮影条件が変更可能な画像である。これに対
し、ナビゲーション用光音響画像は、撮影条件が固定された画像である。例えば、ナビゲ
ーション用光音響画像は、単一波長の光を照射して得られた吸収分布を表す画像であり、
観測用光音響画像は、複数波長の光を照射して得られた、物質の濃度に関連する情報（濃
度関連情報）を表す画像とすることができる。
【００７２】
　第二の実施形態では、光照射部１が、複数波長の光を照射可能に構成される。また、第
二の実施形態では、画像生成部５が、被検体に複数波長の光を照射して得られた光音響信
号に基づいて、被検体内の濃度関連情報を取得可能に構成される。すなわち、第二の実施
形態に係る被検体譲歩取得装置は、被検体内における初期音圧分布、光エネルギーの吸収
密度分布、吸収係数分布、物質の濃度分布といった複数の情報を得ることができる。
　濃度関連情報とは、被検体内に存在する物質の濃度に関連する情報である。具体的には
、酸素飽和度、酸素飽和度に吸収係数等の強度を重み付けした値、トータルヘモグロビン
濃度、オキシヘモグロビン濃度、デオキシヘモグロビン濃度などである。さらに、グルコ
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ース濃度、コラーゲン濃度、メラニン濃度、エウメラニン濃度、フェオメラニン濃度、脂
肪や水の体積分率などであってもよい。
　濃度関連情報は、過去に取得した観測用光音響画像と、次回以降の撮影において取得し
た観測用光音響画像から生成してもよいし、過去の撮影、次回以降の撮影のそれぞれにお
いて、複数波長の光を照射し、生成してもよい。濃度関連情報を取得する方法は、公知の
方法を用いることができる。
【００７３】
　次に、図７を参照して、本実施形態に係る被検体情報取得装置が行う処理のフローを説
明する。図７に示したフローチャートは、過去に被検体に対する超音波撮影および光音響
撮影を行い、「超音波画像」と「ナビゲーション用光音響画像」と「観測用光音響画像」
の三種類が関連付いて記録された状態から開始される。
【００７４】
　まず、ステップＳ２０１において、装置に被検体を設置する。
　次に、ステップＳ２０２で、画像生成部５が、超音波画像と光音響画像の撮影を開始す
る。本ステップでは、光音響画像を取得する際に、ナビゲーション用光音響画像と観測用
光音響画像の双方を取得する。
　次に、ステップＳ２０３で、画像生成部５が、ナビゲーション用光音響画像（三次元ボ
リュームデータ）を生成する。なお、リアルタイムで光音響画像を生成するため、本ステ
ップでは短時間撮影を行うことが好ましい。
　次に、ステップＳ２０４で、ガイド部７が、ステップＳ２０３で生成したナビゲーショ
ン用光音響画像と、過去に撮影したナビゲーション用光音響画像との変形位置合わせを行
う。
　次に、ステップＳ２０５で、ガイド部７が、変形位置合わせの結果と、現在のプローブ
情報と、過去に光音響画像を撮影した際のプローブ情報とを用いて、過去の光音響画像に
現在のプロープ位置を重畳した画像と、プローブのあおり角をガイドする画像を生成する
。
　次に、ステップＳ２０６で、ガイド部７が、プローブ４０の位置および姿勢が所定の状
態となったか否かを判定し、判定結果に基づいて通知を行う。
【００７５】
　なお、本例では、超音波画像と、光音響画像（ナビゲーション用および観測用）の三種
類を同時に取得する例を挙げたが、ナビゲーション用の光音響画像のみを先行して取得し
、通知を行ったタイミングで他のモードに切り替え、画像の取得を続けてもよい。
【００７６】
　以上説明したように、第二の実施形態では、撮影条件が同一であるナビゲーション用の
光音響画像を用いて位置合わせを行う。これにより、過去の撮影と現在の撮影とで、光音
響画像の撮影条件が異なるような場合であっても、正確にプローブの誘導を行うことがで
きる。
【００７７】
　なお、本実施形態では、超音波画像、ナビゲーション用光音響画像、観測用光音響画像
の三種類を利用したが、超音波画像は省略してもよい。すなわち、撮影条件が固定された
ナビゲーション用光音響画像と、撮影条件が可変である観測用光音響画像のみを関連付け
てもよい。
【００７８】
（第二の実施形態の適用例１）
　第二の実施形態に係る被検体情報取得装置を、被検体として人間の乳房を撮影する装置
に適用する例を挙げる。
【００７９】
　まず、比較対象となる超音波画像を取得するために超音波撮影を行い、同時に光音響撮
影を行い、ナビゲーション用光音響画像と観測用光音響画像を得る。得られた二種類の光
音響画像は、超音波画像と関連付けて記録される。なお、ナビゲーション用のレーザ波長
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は５３２ｎｍとし、観測用のレーザ波長は７９７ｎｍとする。レーザ光と超音波は交互に
照射および送信してもよい。得られた光音響画像は、３次元ボリュームデータとして装置
に記録される。また、当該光音響画像には、関心領域を撮像した際のプローブの位置およ
び姿勢に関する情報が関連付けられる。
【００８０】
　次に、前述した超音波画像および光音響画像を取得したタイミングとは異なるタイミン
グ（例えば手術の前後）において、光音響画像の撮影を開始する。ここでも、前述した波
長を用いてナビゲーション用光音響画像と観測用光音響画像を取得する。そして、ナビゲ
ーション用光音響画像と、過去に取得したナビゲーション用光音響画像を用いて変形位置
合わせを行う。これにより、プローブ４０を誘導する情報を生成することができる。具体
的には、現在のプローブの中心と筐体端点の座標を、過去の光音響画像上に座標変換して
重畳表示し、さらに傾きを変換することで、過去の光音響画像上における現在のプローブ
の傾きを算出して表示する。
【００８１】
（第二の実施形態の適用例２）
　第二の実施形態に係る被検体情報取得装置を、被検体として人間の腕を撮影する装置に
適用する例を挙げる。本例では、観測用の波長によって酸素飽和度を算出することができ
る。
【００８２】
　まず、比較対象となる超音波画像を取得するために、関心領域に対して超音波撮影を行
い、同時に光音響撮影を行い、ナビゲーション用光音響画像と観測用光音響画像を得る。
得られた二種類の光音響画像は、超音波画像と関連付けて記録される。なお、ナビゲーシ
ョン用のレーザ波長は５３２ｎｍとし、観測用のレーザ波長は７５６ｎｍおよび７９７ｎ
ｍとする。レーザ光と超音波は交互に照射および送信してもよい。得られた光音響画像は
、３次元ボリュームデータとして装置に記録される。また、当該光音響画像には、関心領
域を撮像した際のプローブの位置および姿勢に関する情報が関連付けられる。
【００８３】
　次に、前述した超音波画像および光音響画像を取得したタイミングとは異なるタイミン
グ（例えば手術の前後）において、光音響画像の撮影を開始する。ナビゲーション用のレ
ーザ光の波長は５３２ｎｍとし、観測用のレーザ光の波長は７５６ｎｍとする。そして、
短時間撮影を行うことでナビゲーション用光音響画像を生成し、過去に取得したナビゲー
ション用光音響画像に対して変形位置合わせを行う。これにより、プローブ４０を誘導す
る情報を生成することができる。具体的には、現在のプローブの中心と筐体端点の座標を
、過去の光音響画像上に座標変換して重畳表示し、さらに傾きを変換することで、過去の
光音響画像上における現在のプローブの傾きを算出して表示する。
　また、同時に、過去に取得した光音響画像（波長７９７ｎｍ）と、今回取得した光音響
画像（波長７５６ｎｍ）を用いて、酸素飽和度を算出する。
【００８４】
（変形例）
　なお、実施形態の説明は本発明を説明する上での例示であり、本発明は、発明の趣旨を
逸脱しない範囲で適宜変更または組み合わせて実施することができる。
　例えば、本発明は、上記手段の少なくとも一部を含む被検体情報取得装置として実施す
ることもできる。また、本発明は、被検体情報取得装置が行う被検体情報取得方法として
実施することもできる。上記処理や手段は、技術的な矛盾が生じない限りにおいて、自由
に組み合わせて実施することができる。
【００８５】
　また、実施形態の説明では、「過去に取得した画像」という表現を用いたが、画像同士
の位置合わせを行うことが有益な状況であれば、同じ撮影プロセス中に取得した画像を、
過去に取得した画像として扱ってもよい。
【００８６】
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　また、実施形態の説明では、超音波画像と光音響画像とを関連付けたが、超音波画像以
外のモダリティによって取得した画像と光音響画像とを関連付けてもよい。
【００８７】
　本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した各実施形
態の１以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は各種記憶媒体を介してシス
テム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータにおける１つ以上のプ
ロセッサがプログラムを読み出して実行する処理でも実現可能である。また、１以上の機
能を実現する回路（例えば、ＦＰＧＡやＡＳＩＣ）によっても実現可能である。
【符号の説明】
【００８８】
　４：変換素子、５：画像生成部、７：ガイド部

【図１】

【図２】

【図３】
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